
≪利用者負担額（保育料）の算定について≫

町民税が給与から天引きされている方
町民税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）
※毎年6月に雇用主から通知されているもの

 ≪所得割額 ⑥≫に記載の金額が,利用者負担額（保育料） 

算定の税額となります。 
 

調整控除を除き,住宅借入金等特別税額，配当控除，寄附金税

額控除，外国税額控除，配当割額・株式等譲渡所得割額控

除を受けている方について・・・ 
 
 
 
 

   ≪所得割額 ⑥≫にこれらの控除額を足した金額が， 
  利用者負担額(保育料）算定の税額となります。 



上記以外の方
町民税・県民税 税額決定納税通知書
※毎年6月に町から通知されているもの

  

≪所得割額 小計≫に記載の金額が,利用者負担額（保育料） 

算定の税額となります。 
 

調整控除を除き,住宅借入金等特別税額，配当控除，寄附

金税額控除，外国税額控除，配当割額・株式等譲渡所得

割額控除を受けている方について・・・ 
 
 
 
 

  ≪所得割額計≫にこれらの控除額を足した金額が， 
  利用者負担額(保育料）算定の税額となります。 


